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別紙 1-3-1（教科書ポータルサイトの「歴史資料」一覧） 

 

 

1 

 

ページ 
学 習 上 の 参 考 に 供 す る 情 報 

備 考 
参照先 ＵＲＬ 概要 

10 自社ページ 自社ページ URL 貝塚を紹介する動画 別紙 2  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/watch/cl

ip/?das_id=D0005403008_00000 

外部リンク 

79 自社ページ 自社ページ URL 荘園図を紹介する動画 別紙 3  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/watch/cl

ip/?das_id=D0005403021_00000 

外部リンク 

87 自社ページ 自社ページ URL 一遍上人絵伝（巻７）の全体図 別紙 4 

89 自社ページ 自社ページ URL 『洛中洛外図屛風』右隻の全体図 別紙 5 

91 自社ページ 自社ページ URL 鎌倉街道と切通を紹介する動画 別紙 6  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/watch/cl

ip/?das_id=D0005403026_00000 

外部リンク 

98 自社ページ 自社ページ URL 「伯耆国東郷荘の下地中分図（模写）」の全体

図 

別紙 7 

139 自社ページ 自社ページ URL 鉄砲伝来を紹介する動画 別紙 8  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/movie/cl

ip.cgi?das_id=D0005403060_00000 

外部リンク 

 

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403067_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403067_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000


別紙 1-3-1（教科書ポータルサイトの「歴史資料」一覧） 

 

 

2 

 

ページ 
学 習 上 の 参 考 に 供 す る 情 報 

備 考 
参照先 ＵＲＬ 概要 

149 自社ページ 自社ページ URL 『南蛮屛風』左隻・右隻の全体図 別紙 9 

155 自社ページ 自社ページ URL 武家諸法度(元和令)の全文 別紙 10-1 

別紙 10-2 

157 自社ページ 自社ページ URL 武家諸法度(寛永令)の全文 別紙 11-1 

別紙 11-2 

177 自社ページ 自社ページ URL 武家諸法度(天和令)の全文 別紙 12-1 

別紙 12-2 

240 自社ページ 自社ページ URL 富岡製糸場を紹介する動画 別紙 13  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/watch/cl

ip/?das_id=D0005310125_00000 

外部リンク 

252 自社ページ 自社ページ URL 大日本帝国憲法の全文 別紙 14-1 

別紙 14-2 

269 自社ページ 自社ページ URL 二十一カ条の要求の全文 別紙 15-1 

別紙 15-2 

271 自社ページ 自社ページ URL 米騒動を紹介する動画 別紙 16  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/movie/cl

ip.cgi?das_id=D0005403083_00000 

外部リンク 

 

 

 

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
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ページ 
学 習 上 の 参 考 に 供 す る 情 報 

備 考 
参照先 ＵＲＬ 概要 

276 自社ページ 自社ページ URL 関東大震災を紹介する動画 別紙 17  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/movie/cl

ip.cgi?das_id=D0005403088_00000 

外部リンク 

284 自社ページ 自社ページ URL 八幡製鉄所を紹介する動画 別紙 18  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/watch/cl

ip/?das_id=D0005403080_00000 

外部リンク 

314 自社ページ 自社ページ URL 戦時下の生活を紹介する動画 別紙 19  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/movie/cl

ip.cgi?das_id=D0005403091_00000 

外部リンク 

330 自社ページ 自社ページ URL 日本国憲法の全文 別紙 20-1 

別紙 20-2 

337 自社ページ 自社ページ URL サンフランシスコ平和条約の全文 別紙 21-1 

別紙 21-2 

342 自社ページ 自社ページ URL 日米相互協力及び安全保障条約の全文 別紙 22-1 

別紙 22-2 

342 自社ページ 自社ページ URL 安保闘争を紹介する動画 別紙 23  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/movie/cl

ip.cgi?das_id=D0005403099_00000 

外部リンク 

 

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403079_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403079_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403079_00000
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ページ 
学 習 上 の 参 考 に 供 す る 情 報 

備 考 
参照先 ＵＲＬ 概要 

354 自社ページ 自社ページ URL 石油危機を紹介する動画を紹介する動画 別紙 24  

NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/movie/cl

ip.cgi?das_id=D0005403102_00000 

外部リンク 

 

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310534_00000
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武家諸法度（元和令） 

 

一（1） 文武弓馬ノ道、専(もっぱ)ラ相嗜(あいたしな)ムベキ事。 

   文ヲ左ニシ武ヲ右ニスルハ、古(いにしえ)ノ法也、兼ネ備へズンバアルベカラズ、

弓馬ハ是(こ)レ武家ノ要枢(ようすう)也、兵ヲ号シテ凶器ト為ス、已(や)ムコトヲ

得ズシテ之ヲ用ユ、治ニモ乱ヲ忘レズ、何ゾ修錬ヲ励マサザランヤ。 

一（2） 群飲佚遊(ぐんいんいつゆう)ヲ制スベキ事。 

   令條ニ載スル所ノ厳制殊(こと)ニ重シ、好色ニ耽(ふけ)リ、博奕(ばくえき)ヲ業ト

スルハ是レ亡国ノ基(もとい)也。 

一（3） 法度ヲ背(そむ)ク輩(ともがら)、国々ニ隠シ置クベカラザル事。 

   法ハ是レ礼節ノ本也、法ヲ以テ理ヲ破リ、理ヲ以テ法ヲ破ラザレ、法ニ背クノ類、

其(そ)ノ科(とが)軽カラズ。 

一（4） 国々ノ大名、小名并(ならび)ニ諸給人、各々相抱(かか)ユルノ士卒、叛逆(ほん

ぎゃく)ヲ為シ殺害人(せつがいにん)ノ告ゲ有ラバ、速(すみ)ヤカニ追ヒ出スベキ

事。 

   夫(そ)レ野心ヲ挟ムノ者ハ、国家ヲ覆(くつがえ)スノ利器、人民ヲ絶ツノ鋒剣(ほう

けん)タリ。豈(あ)ニ允容(いんよう)スルニ足ランヤ。 

一（5） 自今(じこん)以後、国人ノ外(ほか)、他国ノ者ヲ交ヘ置クベカラザル事。 

   凡(およ)ソ国ニ因(より)テ其ノ風是レ異ナリ、或(あるい)ハ自国ノ密事ヲ以テ他国

ニ告ゲ、或ハ他国ノ密事ヲ以テ自国ニ告グルハ侫媚(ねいび)ノ萌(きざ)シ也。 

一（6） 諸国居城修補ヲ為スト雖(いえど)モ、必ズ言上(ごんじょう)スベシ。況(いわ)ン

ヤ新儀ノ構営(こうえい)堅ク停止(ちょうじ)令(せし)ムル事。 

   城百雉(ひゃくち)ニ過グルハ、国ノ害也。塁ヲ峻(たか)クシ隍(からぼり)ヲ浚(ふ

か)クスル、大乱ノ本也。 

一（7） 隣国ニ於テ、新儀ヲ企テ、徒党ヲ結ブ者之(これ)有ラバ、早ク言上(ごんじょう)

致スベキ事。 

   人皆党有リ、亦(また)達スル者ノ少ナシ、是ヲ以テ或ハ君父ニ順(したが)ハズ、乍

(たちま)チ隣里ニ違フ、旧制ヲ守ラズ、何ゾ新儀ヲ企テンヤ。 

一（8） 私ニ婚姻ヲ締(むす)ブベカラザル事。 

   夫(そ)レ婚合ハ陰陽和同ノ道也、容易(たやす)クスベカラズ、□（［日＋癸］けい）

ニ曰(いわ)ク寇(あだ)ニ匪(あら)ズンバ婚媾(こんこう)シテン、志将(まさ)ニ通ゼ

ントス、寇(あだ)スル則(とき)ハ時ヲ失フ、桃夭(とうよう)ニ曰ク、男女ハ正シキ

ヲ以テシ、婚姻ハ時ヲ以テス、国ニ鰥民(かんみん)無シ也、縁ヲ以テ党ヲ成スハ、

是レ姦謀(かんぼう)ノ本也。 

一（9） 諸大名参勤作法ノ事。 

   続日本紀ノ制ニ曰ク、公事ニ預カラズンバ、恣(ほしいまま)ニ己(おのれ)ガ族(やか
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ら)ヲ集ムルコトヲ得ザレ、京裡二十騎以上集リ行クコトヲ得ズ云(うん)云(ぬん)、

然(しかれ)バ則(すなわ)チ多勢ヲ引率スベカラズ、百万石以下二十万石以上二十騎

ニ過グベカラズ、十万石以下其ノ相応タルベシ、蓋(けだ)シ公役ノ時ハ其ノ分限ニ

随(したが)フベシ。 

一（10） 衣装ノ品、混雑スベカラザル事。 

   君臣上下各別タルベシ、白綾、白小紬、紫裏、練、無紋ノ小袖、御免(ごめん)無キ

衆猥(みだ)リニ着用有ルベカラズ、近代郎従諸卒、綾羅錦繍(りょうらきんしゅう)

等ノ飾(かざり)ノ服、古法ニ非ズ甚(はなは)ダ焉(これ)ヲ制ス。 

一（11） 雑人、恣ニ乗輿(じょうよ)スベカラザル事。 

   古来其ノ人ニ依テ御免無クシテ乗ル家之有リ、御免以後乗ル家之有リ、然(しか)モ

近来家郎諸卒ニ及ブマデ乗輿ス、誠ニ濫吹(らんすい)ノ至リ也、向後(きょうこう)

ニ於テハ、国大名以下一門ノ歴々ハ御免及バズ乗ルベシ、其ノ外ノ昵近(じっきん)

ノ衆并ニ医陰ノ両道或ハ六十以上ノ人或ハ病人等御免以後乗ルベシ、家郎従卒恣ニ

乗ラ令(し)ムル者ハ、其ノ主人越度(おちど)タルベシ、但(ただ)シ公家門跡并ニ諸

出世ノ衆ハ制限非ズ。 

一（12） 諸国諸侍、倹約ヲ用ヒラルベキ事。 

   富メル者ハ弥(いよいよ)誇(おご)リ、貧シキ者ハ及バザルヲ恥ヅ、俗ノ凋弊(ちょう

へい)此ヨリ甚(はなはだ)シキハ無シ、厳制令(せし)ムル所也。 

一（13） 国主政務ノ器用ヲ撰ブベキ事。 

   凡(およ)ソ国ヲ治ムルノ道、人ヲ得ルニ在リ、明ラカニ功過ヲ察シ、賞罰必ズ当タ

ル、国ニ善人有ルトキハ、則チ其ノ国弥殷(さかん)ニ、国ニ善人無キトキハ、則チ

其ノ国必ズ亡(ほろ)ブ、是レ先哲ノ明誡(めいかい)也。 

  右、此ノ旨ヲ相守ルベキ者也。 

  慶長二十年卯七月 日 

 

一 自今以後、国人ノ外、他国ノ者ヲ交ヘ置クベカラザル事。 

一 諸大名参勤作法ノ事。 

  此二ケ條元和元年七月ノ御法度ニ載ト云トモ、寛永六年九月 台徳院殿評議アリテ此

二ケ條ヲ除カル。 
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武家諸法度（寛永令） 

 

一（1） 文武弓馬ノ道、専(もっぱ)ラ相(あい)嗜(たしな)ムベキ事。 

   文ヲ左ニシ武ヲ右ニスルハ、古(いにしえ)ノ法也、兼ネ備ヘズンバアルベカラズ、

弓馬ハ是(こ)レ武家ノ要枢(ようすう)也、兵ヲ号シテ凶器ト為ス、已(や)ムコトヲ

得ズシテ之ヲ用ユ、治ニモ乱ヲ忘レズ、何ゾ修錬ヲ励マサザランヤ。 

一（2） 大名小名、在江戸交替、相定ル所也、毎歳夏四月中参勤致スベシ、従者ノ員数近

来甚(はなは)ダ多シ、且(かつ)ハ国郡ノ費(ついえ)、且ハ人民ノ労(ろう)也、向後

(きょうこう)其(そ)ノ相応ヲ以テ、之(これ)ヲ減少スベシ、但(ただ)シ上洛ノ節ハ、

教令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。 

一（3） 新儀ノ城郭構営(こうえい)ハ堅ク之ヲ禁止ス、居城ノ隍塁(こうるい)・石壁以下

敗壊ノ時、奉行所ニ達シ、其ノ旨ヲ受クベキ也、櫓・塀・門等ノ分ハ、先規ノ如ク

修補スベキ事。 

一（4） 江戸并ニ何(いず)レノ国ニ於テ、仮令(たとえ)何篇ノ事コレ有ルト雖(いえど)モ、

在国ノ輩(ともがら)ハ其ノ処ヲ守リ、下知(げち)ヲ相待ツベキ事。 

一（5） 何(いず)レノ所ニ於テ刑罰ヲ行フト雖モ、役者ノ外(ほか)ハ出向フベカラズ、但

シ検使ノ左右ニ任スベキ事。 

一（6） 新義ヲ企テ、徒党ヲ結ビ、誓約ヲ成スノ儀、制禁ノ事。 

一（7） 諸国主并(ならび)ニ領主等、私ノ諍論(そうろん)ヲ致スベカラズ、平日須(すべ

から)ク謹慎ヲ加フルベキ也。若(も)シ遅滞ニ及ブベキノ義有ラバ、奉行所ニ達シ、

其ノ旨ヲ受クベキ事。 

一（8） 国主・城主・一万石以上并ニ近習、物頭ラハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。 

一（9） 音信・贈答・嫁娶(かしゅ)ノ儀式或ハ饗応(きょうおう)或ハ家宅営作等、当時甚

(はなは)ダ華麗ニ至ル、自今以後、簡略タルベシ、其ノ外万事倹約ヲ用ユベキ事。 

一（10） 衣装ノ品混乱スベカラズ、白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上之(これ)ヲ聴

(ゆる)ス。紫袷、紫裡、練、無紋ノ小袖ハ、猥(みだ)リニ之ヲ着スベカラズ、諸家

中ニ至リテ、郎従諸卒ノ綾羅錦繍(りょうらきんしゅう)ノ飾(かざり)ノ服、古法ニ

非ズ、制禁令(せし)ム事。 

一（11） 乗輿ハ、一門ノ歴々、国主、城主、一万石以上并ニ国大名ノ息、城主曁(およ)

ビ侍従以上ノ嫡子或ハ年五十以上、或ハ医陰ノ両道、病人之ヲ免(ゆ)ルス、其ノ外

濫吹(らんすい)ヲ禁ズ、但シ免許ノ輩ハ各別也、諸家中ニ至リテハ、其ノ国ニ於テ

其ノ人ヲ撰ビ、之ヲ載スベキナリ、公家、門跡、諸出世ノ衆ハ制外ノ事。 

一（12） 本主ノ障(さわ)リ之有ル者ノ相拘フベカラズ、若シ叛逆(ほんぎゃく)・殺害人

(せつがいにん)ノ告ゲ有ラバ、之ヲ返スベシ、向背ノ族(やから)ハ或ハ之ヲ返シ、

或ハ之ヲ追ヒ出スベキ事。 

一（13） 陪臣質人、之ヲ献ズル所ノ者ノ、追放・死刑ニ及ブベキ時ハ、上意ヲ伺フベシ、
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若シ当座ニ於テ、遁レ難キ義有リテ、之ヲ斬戮(ざんりく)セバ、其ノ子細(しさい)

言上(ごんじょう)スベキ事。 

一（14） 知行所務清廉ニ之ヲ沙汰(さた)シ、非法ヲ致サズ、国郡衰弊令(せし)ムベカラ

ザル事。 

一（15） 道路・駅馬・舟梁等断絶無ク、往還ノ停滞ヲ致サ令(し)ムベカラザル事。 

一（16） 私ノ関所(せきしょ)、新法ノ津留(つとめ)、制禁ノ事。 

一（17） 五百石以上ノ船、停止(ちょうじ)ノ事。 

一（18） 諸国散在ノ寺社領、古ヨリ今ニ至ルマデ附ケ来ル所ハ、向後取リ放ツベカラザ

ル事。 

一（19） 万事江戸ノ法度ノ如ク、国々所々ニ於テ之ヲ遵行スベキ事。 

  右ノ條々、当家先制之旨ニ准ジ、今度潤色シテ之ヲ定メ訖(おわん)ヌ、堅ク相守ルベ

キ者也。 

  寛永十二年六月二十一日     御朱印 
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武家諸法度（天和令） 

 

一（1） 文武忠孝を励(はげま)し、礼儀を正すべき事。 

一（2） 参勤交替の儀、毎歳定むる所の時節を守り、従者の員数、繁多(はんた)に及ぶべ

からざる事。 

一（3） 人馬・兵具等、分限に応じ、相(あい)嗜(たしな)むべき事。 

一（4） 新規の城郭構営(こうえい)、堅く之(これ)を止め、居城の隍塁(こうるい)・石壁

等敗壊の時は、奉行所に達し、差図(さしず)を受くべき也、櫓・塀・門以下は、先

規の如(ごと)く修補すべき事。 

一（5） 新規を企て、徒党を結び、誓約を成す、并(ならび)に私の関所、新法の津留(つ

とめ)、制禁の事。 

一（6） 江戸并に何国にて、不慮の儀之有るといふとも、猥(みだり)に懸け集まるべから

ず、在国の輩(ともがら)は其の所を守り、下知を相待つべき也、何所にて刑罪を行

うと雖も、役者の外(ほか)出向くべからず、検使の左右に任すべき事。 

一（7） 喧嘩(けんか)口論は謹慎を加ふべし、私の諍論(そうろん)は之(これ)を制禁す、

拠(よんどころ)無き子細之あらば、奉行所に達し、その旨を受くべし、何事によら

ず荷担せしめば、その咎本人より重かるべし、并に本主の障(さわ)り之在るもの、

相拘(かか)うべからざる事。 

   附(つけたり)、頭之有る輩の百姓訴論は、其(その)支配え談合せしめ、之を相済(す

ま)すべし、滯る儀あらば、評定所え之を差出し、捌(さばき)を受くべき事。 

一（8） 国主、城主、一万石以上、近習并に諸奉行、諸物頭、私に婚姻を結ぶべからず、

惣(すべ)て公家と縁辺を結ぶに於ては、奉行所に達し、差図を受くべき事。 

一（9） 音信・贈答・嫁娶(かしゅ)の規式・餐応、或は家宅営作等、其外万事倹約を用ふ

べし、惣て無益の道具を好み、私の奢り致すべからざる事。 

一（10） 衣装の品混乱すべからず、白綾は公卿以上、白小袖は諸大夫以上に免許の事。 

   附、徒(かち)、若党の衣類は羽二重・絹紬・布・木綿、弓・鉄砲の者は紬・布・木

綿、其外に至ては、万に布・木綿之を用ふべき事。 

一（11） 乘輿は、一門の歴々、国主、城主、一万石以上并に国大名の息、城主及び侍徒

以上の嫡子或は年五十以上之を許す、儒・医・諸出家は制外の事。 

一（12） 養子は同姓相応の者を撰び、若し之無きにおゐては、由緒を正し、存生の内言

上致すべし、五十以上十七以下の輩、末期に及び養子致すと雖も、吟味の上之を立

つべし、縦(たとえ)、実子と雖も、筋目違たる儀、之を立つべからざる事。 

   附、殉死の儀、弥(いよいよ)制禁せしむる事。 

一（13） 知行所務清廉に之を沙汰し、国郡衰弊せしむべからず、道路・駅馬・橋舟等、

断絶無く、往還せしむべき事。 

   附、荷船の外、大船は先規の如く停止の事。 
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一（14） 諸国散在の寺社領、古より今に至り附け来る所は、之を取り放つべからず、勿

論新地の寺社建立弥之を停止せしむ、若し拠無き子細之有らば、奉行に達し、差図

を請くべき事。 

一（15） 万事江戸の法度に応じ、国々所々に於て遵行すべき事。 

  右條々、今度之を定め訖(おわん)ぬ、堅く相守るべき者也。 

  天和三年七月二十五日 
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朕(ちん)祖宗(そそう)ノ遺烈(いれつ)ヲ承(う)ケ万世一系(ばんせいいっけい)ノ帝位ヲ践

(ふ)ミ朕ガ親愛スル所ノ臣民(しんみん)ハ即(すなわ)チ朕ガ祖宗ノ恵撫慈養(けいぶじよ

う)シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念(おも)ヒ其(そ)ノ康福(こうふく)ヲ増進シ其ノ懿徳良能

(いとくりょうのう)ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛(よくさん)ニ依リ与(とも)ニ倶

(とも)ニ国家ノ進運ヲ扶持(ふじ)セムコトヲ望ミ乃(すなわ)チ明治十四年十月十二日ノ詔

命(しょうめい)ヲ履践(りせん)シ茲(ここ)ニ大憲(たいけん)ヲ制定シ朕ガ率由スル所ヲ示

シ朕ガ後嗣(こうし)及(および)臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行(じゅんこう)ス

ル所ヲ知ラシム 

国家統治ノ大権ハ朕ガ之(これ)ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕ガ子孫ハ将

来此ノ憲法ノ条章ニ循(したが)ヒ之ヲ行フコトヲ愆(あやま)ラザルベシ 

朕ハ我ガ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其

ノ享有(きょうゆう)ヲ完全ナラシムベキコトヲ宣言ス 

帝国議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集(しょうしゅう)シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲ

シテ有効ナラシムルノ期トスベシ 

将来若(もし)此ノ憲法ノ或(あ)ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜(じぎ)ヲ見ルニ至ラバ朕

及朕ガ継統(けいとう)ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執(と)リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メ

タル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外(ほか)朕ガ子孫及臣民ハ敢(あえ)テ之ガ紛更(ふんこう)

ヲ試ミルコトヲ得ザルベシ 

朕ガ在廷(ざいてい)ノ大臣ハ朕ガ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責(せめ)ニ任ズベク朕ガ現在

及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順(じゅうじゅん)ノ義務ヲ負フベシ  

 

御名(ぎょめい) 御璽(ぎょじ) 

明治二十二年二月十一日 

 

内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆 

枢密院議長  伯爵 伊藤博文 

外務大臣   伯爵 大隈重信 

海軍大臣   伯爵 西郷従道 

農商務大臣  伯爵 井上馨 

司法大臣   伯爵 山田顕義 

大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義 

陸軍大臣   伯爵 大山巌 

文部大臣   子爵 森有礼 

逓信大臣   子爵 榎本武揚 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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大日本帝国憲法 

 

第一章 天皇 

第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 

第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス 

第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵(おか)スベカラズ 

第四条 天皇ハ国ノ元首(げんしゅ)ニシテ統治権ヲ総攬(そうらん)シ此ノ憲法ノ条規ニ依

リ之ヲ行フ 

第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ 

第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ズ 

第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ズ 

第八条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄(さいやく)ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由

(よ)リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルベキ勅令ヲ発ス 

２ 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スベシ若(もし)議会ニ於テ承諾セザルトキ

ハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スベシ 

第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル

為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但(ただ)シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ズ 

第十条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官(ぶんぶかん)ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但

(ただ)シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ゲタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル 

第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥(とうすい)ス 

第十二条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 

第十三条 天皇ハ戦ヲ宣(せん)シ和ヲ講ジ及諸般ノ条約ヲ締結ス 

第十四条 天皇ハ戒厳(かいげん)ヲ宣告ス 

２ 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 

第十五条 天皇ハ爵位(しゃくい)勲章(くんしょう)及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス 

第十六条 天皇ハ大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)及復権ヲ命ズ 

第十七条 摂政(せっしょう)ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル 

２ 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ 

 

第二章 臣民権利義務 

第十八条 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 

第十九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応ジ均(ひとし)ク文武官ニ任ゼラレ及

其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得(う) 

第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス 

第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス 
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第二十二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス 

第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非(あら)ズシテ逮捕監禁審問(しんもん)処罰ヲ受ク

ルコトナシ 

第二十四条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ 

第二十五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外(ほか)其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入

セラレ及捜索セラルヽコトナシ 

第二十六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵(おか)サルヽコトナ

シ 

第二十七条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ 

２ 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 

第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨(さまた)ゲズ及臣民タルノ義務ニ背(そむ)カザル限

(かぎり)ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 

第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行(いんこう)集会及結社ノ自由ヲ

有ス 

第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得 

第三十一条 本章ニ掲ゲタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨グ

ルコトナシ 

第三十二条 本章ニ掲ゲタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触(ていしょく)セザルモノ

ニ限リ軍人ニ準行(じゅんこう)ス 

 

第三章 帝国議会 

第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス 

第三十四条 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族(かぞく)及勅任(ちょくにん)セ

ラレタル議員ヲ以テ組織ス 

第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス 

第三十六条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ズ 

第三十七条 凡(すべ)テ法律ハ帝国議会ノ協賛(きょうさん)ヲ経ルヲ要ス 

第三十八条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々(おのおの)法律案ヲ提出スル

コトヲ得 

第三十九条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ビ提出スルコトヲ得

ズ 

第四十条 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付キ各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得

(う)但(ただ)シ其ノ採納ヲ得ザルモノハ同会期中ニ於テ再ビ建議スルコトヲ得ズ 

第四十一条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス 

第四十二条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長

スルコトアルベシ 




